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学校再開にあたって 
校長 髙橋 忠太郎  

 

東京で緊急事態宣言が解除された先週から、通勤途上にあるひっそりとしていた保育園に、少し

ずつ園児の姿が見られるようになってきました。朝の通勤電車も乗客が増えてきたように感じます。

思い起こせば、２月２７日（木）に首相からの要請があり、翌２８日（金）に１日だけあわただし

く準備をし、明けて３月２日（月）から臨時休業が始まりました。春休みまでには収まってほしい

との願いもむなしく、３月、４月と新型コロナウィルス感染症の感染拡大は続きました。途中、実

施が危ぶまれた修了式と卒業式、そして始業式と入学式は何とか挙行できたものの、入学式翌日の

４月７日には緊急事態宣言が出されて、臨時休業はほぼ３ヵ月間に及びました。１月、２月と、ま

だ日常の学校生活が行われているときには、まさかこのような事態になろうとは想像もつきません

でした。その臨時休業もやっと終わり、今日から学校が再開されました。 

５月２７日から行った校庭開放では、子供たちが元気にかけまわり、いかにも楽しそうに遊んで

いました。久しぶりに耳にする子供たちの歓声は、まるで天使の声のように聞こえました。２，３

人の子供たちに「学校に来ている方がいい？」と尋ねてみると、「だって、家に居たって何もする

ことがないもん、学校に来てる方がいいよ」という答えが返ってきました。子供たちは、友達とも

遊べず、外で思いっ切り体を動かすこともできず、不自由な日々を送らざるを得なかったのだとい

うことを改めて感じた次第です。放送朝会などで子供たちに話をする機会には、このような状況の

中で頑張った子供たちを褒めてあげたいと思います。 

この間、ご家族の皆様には、多大なるご負担をおかけしました。また、課題の受け取りなど様々

なお願いにも快くご協力いただき、心より感謝申し上げます。 

１日も早く終息が宣言され、本物の日常が戻ってくることを願っていますが、北九州市で新たな

感染拡大の傾向が見られたり、東京でもクラスターが発生したりするなど、まだまだ気を緩められ

るような段階ではありません。今後も、感染症対策をしっかり行いながら、慎重に教育活動を進め

ていきたいと思います。 

 

さて、新年度４月、５月の臨時休業により、年間の教育計画も変更を余儀なくされています。ま

た、南が丘小学校で予定していた授業日が、３４日間消失してしまいました。これから、この失わ

れた時間を取り戻し、それぞれの学年が年間を通して行うべき学習内容を、確実に修了できるよう

にしなければなりません。知恵を絞っていきたいと思います。以下に、計画が変更になった事項や

授業時数確保の方策などについてお知らせします。 

 

１ 本年度の教育計画の変更について 

（１）学期区分の変更  

一学期      ～７月３１日 

夏休み  ８月１日～８月２３日 

二学期  ８月２４日～１２月２５日 

三学期  １月８日～３月２５日 

（２）通知表は年間２回、１０月中旬、３月２４日修了式の日に発行します。 

  ２回にすることで、より多くの評価材料から児童の学習成果を見取ることができるようにする

ためです。 

（３）土曜授業について 

  ①７月から２月まで（８月を除く）第２土曜日に加え、以下の日に授業を行います。 

   ７月１８日（土）、９月２６日（土）、１０月２４日（土）、１１月２８日（土） 



   １２月１９日（土）、１月２３日（土）、２月２７日（土） 

  ②昨年度まで第２土曜日は３時間授業でしたが、第２土曜日も含めて、全土曜日を４時間授業

とします。下校は１２時頃となります。なお、本年度、６月の第２土曜日に授業は行いませ

ん。休業日となります。    

（４）各種行事や教育活動は次のようになります。 

  ①水泳指導は、授業及び夏季休業中ともに中止です。 

  ②運動会（９月２６日予定）は、例年のような形では実施しません。学年ごとに時間を区切り、

保護者の参観も入れ替え制で行う形式を考えています。詳細は決まり次第お知らせします。 

  ③５・６年生合同の移動教室は、現時点では１０月１３日から２泊３日、岩井方面での実施を

予定しています。しかし、状況によっては中止となる可能性もあります。移動教室について

は、実施の有無について区が一括で判断します。 

  ④公共交通機関を使用する１～４年生の遠足は中止とします。１２月以降に実施予定の３～６

年生の社会科見学については、２学期以降に決定します。 

  ⑤展覧会は、２月１２日、１３日で実施する予定です。 

  ⑥学校公開は、一学期は実施しません。二学期以降、公開日を分散するなどの工夫をして実施

できるよう検討していきます。 

  ⑦保護者会は、７月以降に実施できるよう検討します。実施する際は、体育館を会場にして学

年単位で開催すること、時間を短縮して開催することなどを考えています。 

  ⑧以下のような学習活動は、「中止にする」または「年間の授業計画を見直して指導の順序を

変更する」などの対応をします。 

   体育の身体接触を伴う活動（複数による準備運動など）、音楽の歌唱や管楽器（リコーダー

等）を用いる活動、家庭科の調理実習など 

  ⑨クラブ活動は、一学期は実施しません。 

  ⑩チャレンジ祭りは中止です。もちつき大会他、育成、おやじの会、避難拠点運営連絡会等の

行事については、主催者と相談して連絡します。 

 

２ 授業時数の確保について 

  前述のように、４・５月の臨時休業により、授業日が３４日間消失しました。また、６月の分 

散登校や午前授業によっても２０から３０時間減っています。授業時間にすると、時数の多い高 

学年では、およそ２００時間が失われたことになります。現在、その時間を補充するため、教務 

主任を中心に年間計画を精査しているところです。ここでは、授業時数の増加が確実に見込める 

ものを挙げ、６年生を例に授業時数の確保について示したいと思います。 

なお、学校の教育計画の基準となる学習指導要領には、各教科の標準授業時数が示されていま 

す。本校でもそうですが、実際の年間の授業時間数は、インフルエンザによる学級閉鎖などに対

応するため、その標準時数よりも多く計画が立てられています。本校では、一番少ない６年生で

４３時間、最も多い１年生では７４時間多く計上しています。 

・夏休みの短縮により１４日間増    ６年生 ８１時間増 

・土曜授業 新たに７日間で２８時間増 第２土曜日３時間→４時間で７時間増 計３５時間増 

・都民の日 １日増  ６年生 ６時間増 

・連合水泳記録会、研究会等の中止により   ６年生 ２０時間増 

・移動教室が１泊少なくなったことにより１日増  ６年生 ６時間増 

・年間計画で余剰時間として計上していた時数（学級閉鎖等への対応として）６年生 ４３時間  

これらを合計すると１９１時間になります。この他、運動会の縮減、なわとび発表会の中止、

一学期のクラブ活動中止等により生み出される時間を活用すれば、余裕はないものの、６年生に

おいては、何とか学習指導要領に示されている年間授業の標準時数は確保できると考えています。

６年生の時数が確保できれば、５年生以下の学年についても確保できることは間違いありません。 

６月を新年度のスタートと考え、焦らず通常の授業を着実に進めていけば、本年度の学習につ

いては心配する必要はないと考えます。ただし、これは新型コロナウィルス感染症が再び感染拡

大することなく、臨時休業が実施されないことが大前提です。自分たちにできる感染予防策をし

っかり実行しながら、１日も早く日常の学校生活に戻れるよう努力していきたいと思います。 



 

 

６ 月の行事予定 
１日（月） 分散登校始 朝会（校庭）      １０日（水） 安全指導 

１２日（金） 分散登校終              １５日（月） 給食始 午前授業始 

１６日（火） 特別支援教室「ふたば」の個別指導開始 

１７日（水） 全校計測(２・３・４年)       １８日（木） 全校計測（１・５・６年） 

      ※全校計測は体育着を着用します。必ず体育着を持たせてください。  

１９日（金） 午前授業終             ２４日（水） 避難訓練  

学校再開に向けての確認事項・お願い  
➀登下校 ：密集を避けるため、当面の間は集団登校を行いません。お子さんに気を付けて登校す 

るようお声かけをお願いします。 

  :１年生の登下校は極力、保護者の方についていただけるようお願いいたします。 

※登校時間帯は保護者の皆様に通学路に立って見守りをお願いいたします。ご家庭にいらっしゃる

保護者の方も、子供たちの登校する様子を玄関先で見ていただければと思います。 

     ：１年生の下校時は方面別に教員が引率します。兄姉がいる場合は兄姉が１年生教室に

迎えに行き、一緒に下校します。２～６年生については同じ方面の友達同士で下校す

るよう指導します。 

②欠席連絡：連絡帳ではなく、電話による連絡をお願いします。午後の登校の日も、欠席のときは

午前８時２０分までにお願いします。   電話番号 ０３（３９０４）１２８２ 

③健康観察：毎朝、ご家庭で検温・健康観察を行い、健康観察カードに必要項目を記入しお子さん

に持たせてください。 

④健康チェック（登校時）：分散登校期間は登校したら、学年ごとに校庭に並びます。（ソーシャ

ルディスタンスをとって）次に校庭に設置したテントで健康観察を行います。 

⑤朝  会：登校初日、感染症予防のための学校での過ごし方について、校庭で一斉指導を行いま

した。 

⑤水筒持参：しばらくの間、冷水器は使用しません。水筒を持たせていただきますよう、お願いい 

たします。飲料はお水に限ります。（氷を入れても良いです。） 

⑥図書室の本：図書室の本がご家庭にありましたら、返却するようお声かけください。 

⑦学用品（確認）：毎年「南が丘小 子供の一日」でお知らせしている内容です。ご確認ください。 

・学用品は、「入学のしおり」に書いてあるものを基本とする。学習に集中できるよう、シンプ

ルな物を使用する。 

  ○鉛筆（絵柄などないシンプルな物。黒２Ｂ４～５本、赤１本。キャップは付けない。） 

  ○消しゴム（白） 

  ○筆箱（絵柄などない箱タイプのシンプルな物、鉛筆削 

りがついていない物） 

  ○下敷き（無地） 

  ○はさみ（サックが付いている物） 

  ○色鉛筆（１２色） 

・学用品、うわばきなどには、学年・組・名前をきちんと書いておく。 

・おもちゃやお金など、学習に関係ないものは、持ってこない。 

・ハンカチ・ちり紙をいつも身に付けておく。 

・先生・主事さん・お客さんに会ったら、気持ちよくあいさつやえしゃくをする。 

・草花や生き物、学校の施設やみんなで使うものを大事にする。 

・使ったものは責任をもって片付ける。 

⑧集  金：集金については７月にお知らせいたします。 

⑨水泳指導：本年度の水泳指導（夏季休業中も含める）はなくなりました。水着などの準備は必要

ありません。 

⑩予備マスク：予備用のマスクをご用意いただき、ランドセルの中に入れておくようにお願いしま

す。なお、本日、国からのマスクを児童に１枚ずつ配布しました。使い方について

はご家庭でご相談ください。  

⑪特別支援教室：１６日（火）より個別指導を開始します。 

 



 

 

⑫ひろば・校庭開放 

分散登校期間（６月１日～１４日）は、校庭利用はありません。 

  一斉登校期間（６月１５日から）は、校庭利用（本校児童のみ利用）があります。 

          月・火・木・金 … 午後３時３０分～午後５時  

             水    … 午後３時   ～午後５時 

  

 

 

 

 

 

退職・異動された方々から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７年間大変お世話になりました。温かくて明る

い南が丘小学校が大好きでした。今後は学校を

離れて日本に来た外国人の支援や、日本文化を

世界に紹介する仕事等を通して、人と自然に寄

り添う活動を続ける予定です。笑顔でいれば不

思議に元気と勇気がでてきます。皆さんの笑顔

にまた会える日を楽しみにしています。                    

心のふれあい相談員 徳長 由美 
 

 

南が丘学小学校で過ごした５年間、担任した学

級、学年、クラブや委員会、行事での関わりなど、

皆さんと過ごした日々は先生の宝物です。コロナ

の影響で悲しいお別れですが、苦しい日々の中に

希望を作れる人になってください。                              

作田 剛 

南が丘小学校では、明るくやさしい子供たち、

保護者の皆様、職員の方々に囲まれ、とても楽し

く幸せな日々を過ごすことができました。新しい

学校でも南が丘小で学んだことを生かし頑張り

ます。本当にありがとうございました。               

水本 恵 

練馬区学校連絡メールについてのお知らせ 

例年はこの時期に「練馬区学校連絡メール」のテスト配信を行っています。しかし、今年度に入

り、すでに学校からメールを発信しておりますので、テスト配信は行いません。まだ登録されてい

ない方は早めの登録をお願いいたします。登録ができない方は学校にお知らせください。 

子供たち、職員の方々と仲良くしていただき、

「今日もいっぱい食べたよー！」と笑顔で話して

もらい、日々励みとなりました。とっても楽しい

４年間でした。ありがとうございました。         

給食調理員 橘 裕一 
 

がお小の皆さん、５年間お世話になりました。

皆さんが１年生の時に書いてくださったお手紙

は、私の大切な宝物です。皆さんの笑顔、頑張る

姿は、私の元気の源となりました。本当に今まで

ありがとうございました。         

学校生活支援員 佐藤 晃代 

私は今、小学校ではなく０才から５才までの子

供たちに給食を作っています。みんながおいしい

と言ってくれるよう、頑張っています。３年間あ

りがとうございました。 

           給食調理員 下村 達也 
  

 

６年間、大変お世話になりました。南が丘小学

校の子供たちと過ごした日々は、とても大切な思

い出になりました。保護者や地域の皆さま、いつ

も温かく見守ってくださり、ありがとうございま

した。皆様のご健康を心からお祈りいたします。       

 養護教諭 加藤 友紀 

５年間楽しく過ごさせていただき、ありがとう

ございました。みんなでたくさん話し合いながら

学習しましたね。みんなの一生懸命な姿はきっと

いつまでも忘れられません。これからもいろいろ

なことに前向きに取り組んでいってくださいね。 

  学力向上支援員 木原 ひとみ 

一年間という短い時間でしたが、南が丘小の生

徒さんの明るさや素直なところが大好きでした。

今年度はいつもと違ってつらい事や沢山我慢を

しなければいけませんが、とにかく健康第一で元

気でいてください。 

          給食調理員 工藤 文子 

外国語活動・外国語科の指導について 
 ３．４年生の外国語活動は、担任と ALTハニーリン・プサ、 

５．６年生の外国語科は講師 平田 知之と ALTハニーリン・プサが指導します。 
 


